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【手続補正書】
【提出日】平成30年3月2日(2018.3.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロボットシステムの振動除去の方法であって：
　要求動作を受信するステップであって、前記要求動作は、前記ロボットシステムの患者
側カートの一部の速度又は位置の変化を含む、ステップ；
　平滑化曲線を計算するステップであって、前記平滑化曲線は、シミュレートされた減衰
システムにしたがって計算され、前記シミュレートされた減衰システムは、第１のダッシ
ュポットを介して第２の質量に接続された第１の質量と、前記第１の質量を地面に接続す
る第２のダッシュポットとを含む、ステップ；
　前記平滑化曲線にしたがって前記患者側カートの前記一部を動かすステップ；を含む、
　方法。
【請求項２】
　前記第１の質量と前記第２の質量は同じ質量を有する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のダッシュポットは、第１の減衰係数によって規定され、前記第２のダッシュ
ポットは、第２の減衰係数によって規定され、
　前記第１の減衰係数と前記第２の減衰係数は同じである、
　請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記平滑化曲線を計算するステップは、前記患者側カートの前記一部の初期速度、前記
第１の質量の第１の初期速度、及び前記第２の質量の第２の初期速度を特定するステップ
を含む、
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記要求動作が受信されるとき、前記患者側カートの前記一部の場所を特定する所望の
停止ポイントを特定するステップをさらに含む、
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方法。
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【請求項６】
　ロボット装置の振動除去のためのシステムであって：
　可動マニピュレータを有する患者側カート；及び
　前記マニピュレータを制御するように構成されるプロセッサ；を含み、
　前記プロセッサは：
　　要求動作を受信するように；
　　平滑化曲線を計算するように；及び
　　前記平滑化曲線にしたがって前記マニピュレータを動かすように；構成され、
　前記要求動作は、前記マニピュレータの速度又は位置の変化を含み、
　前記平滑化曲線は、第１のダッシュポットを介して第２の質量に接続された第１の質量
、及び前記第１の質量を地面に接続する第２のダッシュポットに対応するシミュレートさ
れた減衰システムにしたがって計算される、
　システム。
【請求項７】
　前記第１の質量と前記第２の質量は同じ質量を有する、
　請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記第１のダッシュポットは、第１の減衰係数によって規定され、前記第２のダッシュ
ポットは、第２の減衰係数によって規定され、
　前記第１の減衰係数と前記第２の減衰係数は同じである、
　請求項６又は７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記平滑化曲線を計算することは、前記患者側カートの一部の初期速度、前記第１の質
量の第１の初期速度、及び前記第２の質量の第２の初期速度を特定することを含む、
　請求項６乃至８のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記第１の初期速度と前記第２の初期速度は、前記患者側カートの前記一部の前記初期
速度と等しく設定される、
　請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記プロセッサはさらに、前記要求動作が受信されるとき、前記患者側カートの一部の
場所を特定する所望の停止ポイントを特定するように構成される、
　請求項６乃至１０のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記患者側カートの前記一部が前記平滑化曲線にしたがって動かされるとき、前記患者
側カートの前記一部は、前記所望の停止ポイントを超えてドリフト距離をドリフトする、
　請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記患者側カートの前記一部が前記平滑化曲線にしたがって動かされないとき、前記患
者側カートの前記一部は、オーバーシュートによって前記所望の停止ポイントをオーバー
シュートし、
　前記ドリフトの距離の前記オーバーシュートに対する比は少なくとも１．５：１である
、
　請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記マニピュレータは、手術器具を保持するように構成される、
　請求項６乃至１３のいずれか１項に記載のシステム。


	header
	written-amendment

